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この動画について
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• 大学基準及び短期大学基準と、それらに基づく評価項目、評価の視点を解説します。

⇒スライド上は、主に大学基準と、大学についての評価項目、評価の視点を用います。

• 「大学」、「短期大学」という言葉は、専門職大学、専門職短期大学も含んでいます。

• 大学基準等は、それぞれ『大学評価ハンドブック』及び『短期大学認証評価ハンドブック』の資料として

公開しています。傍らに置きながらこの動画をご覧ください。

⇒大学基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『大学評価ハンドブック』資料１

⇒上記に基づく評価項目及び評価の視点 ・・・ 〃 資料２

⇒短期大学基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『短期大学認証評価ハンドブック』資料１

⇒上記に基づく評価項目及び評価の視点 ・・・ 〃             資料２



基準の基本（基準の性質）
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• 大学基準が最初に作られたのは、1947年。

⇒ cf. 学校教育法…1947年 文部省令大学設置基準…1956年

認証評価よりも制定は前。すなわち、認証評価のためだけにあるものではない。

大学基準 趣旨２
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基準の基本（構造）

「解説」も含めて基準を構成。

理念・目的の尊重
⇒ 基準を踏まえて、どのように教育活動等
に取り組むかは、各大学・短期大学の
判断。
＝基準を参照したうえで、自校にとって
の意味を先ず議論することが重要。



基準の基本（構成）
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１．理念・目的

２．内部質保証

３．教育研究組織

４．教育・学習

５．学生の受け入れ

６．教員・教員組織

７．学生支援

８．教育研究等環境

９．社会連携・社会貢献

10.大学運営・財務

• この１つひとつも、「基準」と呼ぶ（例：基準１「理念・目的」）。



基準の基本（評価項目と評価の視点）
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基準の内容を、自己点検・評価及び評価者による
評価の枠組みとなるように定めたもの。
各項目が自己点検・評価及び評価者による評価
の基本的な単位。

大学基準 評価項目

評価の視点
評価項目の内容を補完し、自己点検・評価及び評
価者による評価の具体的なポイントを明らかにし
たもの。

本協会があらかじめ示す視点のほか、
各校独自の視点を設けて自己点検・評価
することは可能。

• 点検・評価と大学評価において活用しやすいよう、基準をもとにした評価項目、評価の視点を置く。
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基準１「理念・目的」

8

大学は、自ら掲げる理念に基づき、
人材育成の目的その他の教育研究
上の目的を適切に設定し公表すると
ともに、それを実現するために将来
を見据えた中・長期の計画その他の
諸施策を明確にしなければならない。

基準

大学は、その理念を踏まえ、教育研究活動等の諸活動を方向
付ける大学としての目的を明確にし、学部、学科又は課程ごとに、
研究科又は専攻ごとに、人材育成の目的その他の教育研究上
の目的を明確にしなければならない。これらはいずれも大学の
持つ個性や特徴を明らかにするものであると同時に、学問の自
由を保障し、「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教
授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」（学校
教育法第83条第１項）という大学の目的にも沿うとともに、とり
わけ、専門職大学においては「深く専門の学芸を教授研究し、
専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能
力を展開させる」（学校教育法83条の２第１項）という目的にも
沿い、高度の教育機関として、また、学術文化の研究機関として、
ふさわしい内容を有するものであることが必要である。

解説



基準１「理念・目的」
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大学は、その理念・目的を実現するために、教育研究活動に必要な組織、制度その他の諸条件を
整備し、その機能を十分に発揮しなければならない。同時に大学は、理念・目的に照らして教育研究
活動の充実・向上のための検証を行う必要がある。

大学は、その理念・目的を学則等に定め、刊行物やホームページ等を通じて、学内の構成員に周知
するとともに、社会に対しても明らかにしなければならない。

大学は、その理念・目的を実現するために、社会の変化等を考慮しながら大学として将来を見据え
た中・長期の計画その他の諸施策を作成し、必要に応じてこれを見直す必要がある。この計画等は、
大学の組織・財政基盤を踏まえた自律的活動を担保しうる内容であることが求められる。

解説（つづき）



基準2「内部質保証」
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大学は、自ら掲げる理念・目的
を実現するために、内部質保証
システムを構築し、恒常的・継続
的に教育の質の保証及び向上
に取り組まなければならない。

基準 大学教育の質を保証する第一義的責任は大学自身にある。その
責任において大学は、理念・目的の実現に向けて、内部質保証に恒
常的・継続的に取り組まなければならない。ここでいう内部質保証
とは、ＰＤＣＡサイクル等を適切に機能させることによって、質の向上
を図り、教育、学習等が適切な水準にあることを大学自らの責任で
説明し証明していく学内の恒常的・継続的プロセスのことである。

内部質保証に関わる学内の様々な取り組みが円滑に進むよう、大
学は、その理念・目的に照らして、大学全体として内部質保証の推
進に責任を負う組織（以下、「全学内部質保証推進組織」という。）
を整備するとともに、内部質保証のための全学的な方針及び手続
（以下、「内部質保証の方針及び手続」という。）を明示しなければ
ならない。大学は、この内部質保証の方針及び手続に、内部質保証
に関する大学の基本的な考え方、全学内部質保証推進組織の権
限と役割、全学内部質保証推進組織と学部、研究科その他の組織
との役割分担、教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上のた
めの指針等を定める必要がある。

解説



基準2「内部質保証」
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内部質保証の主要な要素は、教育の企画・設計から運用、検証、改善・向上に至る教育及び学習
の適切性を確保するための一連の活動である。そのなかでは、学位授与方針、教育課程の編成・実
施方針及び学生の受け入れ方針をまず設定するとともに、教育・学習の内容方法等の設計や運用
において全学的に必要な措置をとっていくことが求められる。また、理念・目的、３つの方針等に照ら
した教育活動の有効性の検証と、その検証結果を踏まえた改善・向上を恒常的・継続的に行うこと
が必要である。こうした営みを通じて、大学は、学生の学習成果の達成を目指した教育が期待され
る水準を維持できるようにし、さらにその適切性を説明し証明していかなければならない。そのため、
全学内部質保証推進組織は、学部、研究科その他の組織において内部質保証に係る取り組みが十
全に行われるとともに、大学の理念・目的が実現できるよう、必要な措置を講じる必要がある。

解説（つづき）



基準2「内部質保証」
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教育活動の有効性を検証し必要な改善・向上を図るために、大学は、全学のほか、学部、研究科
その他の組織において、大学の理念・目的、３つの方針等に照らしながら、定期的に自己点検・評価
を実施しなければならない。その際、自己点検・評価の客観性及び妥当性を高めるために学生の意
見や外部からの評価を取り入れるなどの工夫を講じることが必要である。また、行政機関、認証評
価機関等からの指摘事項についても、その対応を検討しなければならない。

学部、研究科その他の組織が実施した自己点検・評価については、明確な行動計画を伴った教育
の改善・向上に連動しなければならず、そのために、全学内部質保証推進組織は、大学全体の取り
組み状況を常に把握しながら、学部、研究科その他の組織に対し必要な指示を与え調整を図るなど、
学内の取り組みを促進させる中心的役割を担うことが必要である。

解説（つづき）



基準2「内部質保証」
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大学は、社会の負託を受けた自律的な組織体であることに鑑み、教育研究活動、自己点検・評価
結果、財務、その他の諸活動の状況等については、刊行物、インターネットその他の周知方法を通じ
て積極的に公表し、社会に対する説明責任を果たさなければならない。教育研究活動に係る情報を
公表する一環において、大学は、学生の学習実態、学習上の成果に関する情報の公表を行い、社会
からの理解を得るよう努めなければならない。

大学は、内部質保証システム自体の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上
に結びつける必要がある。

解説（つづき）



基準2「内部質保証」
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内部質保証のための方針を適切に設定していること。また、教育の充実と
学習成果の向上を図るために、内部質保証システムを整備し、適切に機能
させていること。

・・・

• 教育の企画・設計とその実施、自己点検・評価及び改善活動に関して、
全学的な調整や支援を行っているか。

※ 具体的な例
‧３つの方針の策定の調整・支援
‧体系的・組織的な教育課程の編成に向けた調整・支援
‧効果的な教育方法の開発とその運用のための調整・支援
‧学習成果の可視化に向けた調整・支援
‧自己点検・評価の実施やその結果の活用に向けた調整・支援

・・・

評価項目①

評価の視点（抄）

教学マネジメント等に
関わる視点。

「調整」…全学的な方針
を示して全体を方向付け
たり、学部・研究科等に
指示・依頼をする等。

「支援」…統計的な情報
を学部・研究科に提供し
たり、必要な研修・資料
を提供したりする等。



基準３「教育研究組織」
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ここに言う「教育研究組織」

≠ 「教育研究実施組織」（設置基準）
＝ 「教育研究上の基本となる組織」（学校教育法第85条）

大学は、自ら掲げる理念・目的を
実現するために、教育研究組織を
適切に整備しなければならない。

基準

大学は、その理念・目的の実現に必要な学部、研究科等の教育
研究組織を編成し設置するとともに、これを適切に管理運営する
必要がある。教育研究組織は、大学における活動単位として機能
するものであり、各大学の特徴はもとより、学問の動向や社会的
要請、大学を取り巻く国際的環境等に適切に配慮したものでな
ければならない。

大学は、教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価
し、その結果を改善・向上に結びつける必要がある。

解説
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基準４「教育・学習」
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大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するため
に、学位授与方針及び教育課程の編成・実施
方針を定め、公表しなければならない。また、教
育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育
上の成果を上げるための教育内容を備えた体
系的な教育課程を編成するとともに、効果的な
教育を行うための様々な措置を講じ、学位授与
を適切に行わなければならない。さらに、学位授
与方針に示した学習成果の修得状況を把握し
評価しなければならない。

基準

大学は、その理念・目的を実現するため、学生
に達成を期待する学習成果を設定するとともに、
学生が社会において能力を発揮していけるよう、
教育を組織的かつ効果的に構築・展開する必
要がある。そのため、まず、授与する学位ごとに、
修得すべき知識、技能、態度など当該学位にふ
さわしい学習成果を示した学位授与方針を定
め、公表しなければならない。また、学位授与方
針に基づき、教育課程の体系、教育内容、教育
課程を構成する授業科目区分、授業形態等を
示した教育課程の編成・実施方針を定め、公表
しなければならない。

解説



基準４「教育・学習」
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大学は、学士課程、修士課程、博士課程及び大学院の専門職学位課程のいずれの学位課程に
あっても、法令の定めに加え、自ら定める教育課程の編成・実施方針に基づいて授業科目を適切に
開設し、教育課程を体系的に編成しなければならない。その際、学術の動向や、グローバル化、情報
活用の多様化その他の社会の変化・要請等に留意しつつ、それぞれの学位課程における教育研究
上の目的や学習成果の達成のためにふさわしい授業科目を適切に開設する必要がある。その開設
にあたっては、学問の体系などに適合するとともに、学生が学習成果を効果的に達成できるよう、順
次性に配慮し効果的に編成する必要がある。

解説（つづき）



基準４「教育・学習」
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大学は、教育課程の編成・実施方針に基づき、学習成果の達成につながるような様々な措置を講
じなければならない。この一環として大学は、適切なシラバスを作成するほか、授業形態や内容、方
法に工夫を凝らすとともに、学生が意欲的かつ主体的、効果的に学習を進め、期待される成果を修
めることができるように、学習状況の把握や指導、支援等を十分に行う必要がある。

大学は、履修単位の認定方法に関して、いずれの学位課程においても、各授業科目の特徴や内容、
授業形態等を考慮し、単位制度の趣旨に沿った措置を取ることが必要である。また、教育の質を保
証するために、授業科目の内容・方法に応じて、客観的かつ厳格で、公正、公平な成績評価及び単
位認定の方法及び基準をあらかじめ学生に示す必要がある。また、それらに則って行われる評価及
び認定を経て、適切な責任体制及び手続によって学位授与を行わなければならない。このほか大学
は、既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定を適切に行わなければなら
ない。

解説（つづき）



基準４「教育・学習」
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大学は、学位授与方針に示した知識、技能、態度等の学習成果を学生が修得したかどうかを把握
し、評価することが必要である。また、大学は、あらかじめそのための指標や方法を設定する必要が
ある。

大学は、教育課程及びその内容、方法、学生の主体的、効果的な学習のための諸措置の適切性に
ついて、定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上に結びつける必要がある。その際、把握し評
価した学生の学習成果を適切に活用するとともに、学習状況等に目を向けるほか、学生の意見や外
部の視点を取り入れるなど、可能な限り多角的な視点から検証し、自己点検・評価の客観性や有効
性を高めていくことが重要である。

解説（つづき）



基準４「教育・学習」
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学習成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程
を体系的に編成していること。

• 学習成果の達成につながるよう、教育課程の編成・実施方針に沿って授業科目を開
設し、教育課程を体系的に編成しているか。

※ 具体的な例
‧授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講。
‧各授業科目の位置づけ（主要授業科目の類別等）と到達目標の明確化。
‧学習の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当及び学びの過程の可視化。
‧学生の学習時間の考慮とそれを踏まえた授業期間及び単位の設定。

評価項目②

評価の視点



22

基準４「教育・学習」

課程修了時に求められる学習成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっていること。
また、学生が学習を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行っていること。

• 授業の目的が効果的に達成できるよう、学生の多様性を踏まえた対応や学生に対する適切
な指導等を行い、それによって学生が意欲的かつ効果的に学習できているか。

※ 具体的な例
• 学習状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応。
• 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿った学習内容、学習時間の確保）を図る措置。
• シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学習を進めるた
めに十分な内容であるか。）。

• 授業の履修に関する指導、学習の進捗等の状況や学生の学習の理解度・達成度の確認、
授業外学習に資するフィードバック等の措置。

評価項目③

評価の視点（抄）
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基準４「教育・学習」

学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価していること。

• 学習成果を把握・評価する目的や指標、方法等について考えを明確にしているか。

• 学習成果を把握・評価する指標や方法は、学位授与方針に定めた学習成果に照らして適切
なものか。

• 指標や方法を適切に用いて学習成果を把握・評価し、大学として設定する目的に応じた活
用を図っているか。

評価項目⑤

評価の視点
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基準４「教育・学習」

教育課程及びその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り
組んでいること。

• 教育課程及びその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、
周期等を明確にしているか。

• 課程修了時に求められる学習成果の測定・評価結果や授業内外における学生の学習状況、
資格試験の取得状況、進路状況等の情報を活用するなど、適切な情報に基づいているか。

• 外部の視点や学生の意見を取り入れるなど、自己点検・評価の客観性を高めるための工夫
を行っているか。

• 自己点検・評価の結果を活用し、教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上に取り組
んでいるか。

評価項目⑥

評価の視点



基準５「学生の受け入れ」

25

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現す
るために、学生の受け入れ方針を定め、公
表するとともに、その方針に沿って学生の
受け入れを公正に行わなければならない。

基準

大学は、その理念・目的を実現するために、学位授与方
針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえ、入学前の学
習歴、学力水準、能力等の求める学生像、入学希望者に
求める水準等の判定方法を示した学生の受け入れ方針を
定め、公表しなければならない。また、入学定員及び収容
定員を適切に定め、公表しなければならない。

大学は、その受け入れ方針に基づき、高等学校教育と大
学教育との関連、社会人、帰国生徒及び外国人留学生の
受け入れ、飛び級、編入学、転科・転部など、学生の持つ多
様な背景等に配慮し、適切な入学者選抜制度及びその運
営体制を整備し、入学者選抜を公正に行う必要がある。さ
らに、志願者の利益に資するよう、授業料その他の費用や
経済的支援をはじめとした情報をインターネット等によって
提供するとともに、学生選抜の実施においては特別な配慮
を必要とする志願者に適切に対応することが必要である。

解説



基準５「学生の受け入れ」

26

大学は、教育効果を十分に上げるために、入学定員に対する入学者数及び収容定員に対する在籍
学生数を適正に管理しなければならない。

大学は、学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上に結びつ
ける必要がある。

解説（つづき）

適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づ
き適正に管理していること。

• 学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数を適
正に維持し、大幅な定員超過や定員未充足の場合には対策をとっているか。

評価項目②

評価の視点

検証して、
対策をとる
ことが重要。
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基準６「教員・教員組織」

28

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現する
ために、求める教員像や教員組織の編制方
針を明確にし、学習成果の達成につながる
教育の実現や大学として目指す研究上の
成果につながる教員組織を適切に整備しな
ければならない。また、絶えず教員の資質向
上に取り組まなければならない。

基準

大学は、その理念・目的を実現するために、学位授与
方針、教育課程の編成・実施方針を踏まえて、大学とし
て求める教員像や各学部、研究科等の教員組織を編制
するための方針を定め、その方針に沿って、学部、研究
科等の教育課程、学生収容定員等に応じた教育研究
上必要かつ十分な規模の教員組織を設け、大学教育を
担うにふさわしい教員を置くことによって、学習成果の
達成につながる教育の実現や大学として目指す研究上
の成果につなげていかなければならない。また、教員は
職員と役割分担し、それぞれの責任を明確にしながら協
働・連携することで、組織的かつ効果的な教育研究活
動の実現を図らなければならない。このほか、大学は教
員の業務状況を適切に把握する必要がある。

解説



基準６「教員・教員組織」

29

大学は、教育研究活動を安定的に遂行できるよう、大学は教員人事を適切に行わなければならな
い。そのため、教員の募集、採用、昇任等においては、明文化された基準及び手続に従い公正かつ
適切な方法で行うとともに、その地位の保障にも十分に配慮する必要がある。また、教員の募集、採
用にあたっては、広く国内外に人材を求める等人事の活性化を図ることが必要である。その際、大学
が高度の教育機関であるとともに、学術研究の中心機関でもある点を考慮し、人格、教育研究指導
上の能力、教育業績、研究業績、学界や社会における活動実績等に留意して、候補者を選考しなけ
ればならない。このほか、特定の範囲の年齢に偏ることのないよう教員の年齢構成に配慮することや、
性別等の多様性に留意しながら教員人事を行っていくことが必要である。

解説（つづき）



基準６「教員・教員組織」

30

大学は、教員の資質向上を図るために、組織的かつ多面的にファカルティ・ディベロップメント
（ＦＤ）活動等に取り組まなければならない。この活動を通じて、教員の教育能力の向上、学習成
果の分析を踏まえた教育課程の開発及び改善、教育効果を高める授業方法の改善等を図り、
教育の充実と学生の学習成果の向上につなげる必要がある。また、教育のみならず、教員の研
究活動の活性化を図る取り組みや、社会貢献等の教員に求められる諸活動についてその資質
向上を図る取り組みも必要である。このほか大学は、教育活動、研究活動、社会活動等に関する
教員の業績を評価し、それらの活動の活性化を図らなければならない。

大学は、教員組織の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上に結びつけ
る必要がある。

解説（つづき）

必要となる研修等については、TA等の指導補助者に対するものも含む。

cf. 評価の視点



基準7「学生支援」

31

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現す
るために、学生支援に関する方針を明確
にし、その方針に沿って、学生が学習に
専念し、安定した学生生活を送る上で必
要となる修学支援、生活支援及び進路
支援を適切に行わなければならない。

基準

大学は、幅広く深い教養と専門的知識を身につけた人材
を育成するという責務を果たすだけでなく、大学における学
生生活を通して豊かな人間性を涵養し、多様な価値観・背
景を持つ学生が資質及び能力を十分に発揮できるように
する使命も負っている。大学は、このことを踏まえ、その理
念・目的を実現するために学生支援に関する方針を定め、
この方針に沿って学生生活を支援する体制を整備し、学生
が学習に専念し安定した学生生活を送れるように様々な
支援を行っていく必要がある。

解説



基準7「学生支援」

32

学生の修学支援としては、学生の能力に応じた補習教育、補充教育の他、学生の自主的な学習を
促進する支援が重要である。また、障がいのある学生、留学生など多様な学生に対する修学支援や、
留年者や退学希望者といった学習の継続に困難を抱える学生への対応が必要である。これらのほ
か、授業料の減免、大学独自の奨学金、学外の奨学金等を通じた経済的支援の充実を図るなど、
安定した学生生活の実現に努めなければならない。

学生の生活支援としては、心身の健康、保健衛生等に係る指導、相談等を適切に行うためにカウ
ンセリング等の体制の整備に加え、学生の生活環境に配慮した支援が必要である。学生の進路支
援としては、キャリア教育を実施するとともに、キャリア支援に関する組織体制を整備し、進路選択に
関わる支援やガイダンスを実施することが必要である。これらのほか、部活動、ボランティア活動等
の正課外における学生の活動についても、その充実のために適切に支援することが重要である。

解説（つづき）



基準7「学生支援」

33

学生が学習に専念し、安定した学生生活を送っていくためには、各種の支援を行うだけでなく、学
生の人権に配慮した取り組みが欠かせない。大学は、ハラスメントの防止、個人情報の保護はもとよ
り、プライバシー、その他諸個人の尊厳に配慮することで、基本的人権が保障されるよう十分留意し
ていく必要がある。

大学は、学生支援の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上に結びつける必
要がある。

解説（つづき）
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基準8「教育研究等環境」

35

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、
学生の学習及び教員による教育研究活
動を十分に行うことができるよう、教育研
究等環境の整備に関する方針を明確に
し、その方針に沿って学習環境や教育研
究環境を整備し、これを適切に管理運営
しなければならない。

基準

大学は、その理念・目的の実現に必要な教育研究等環
境の整備に関する方針を定め、この方針に沿って、教育研
究組織の規模や特性に応じて、必要にして十分な広さの
校地及び校舎を配備するとともに、様々な面において環境
整備を図り、学生が自主的に学習に取り組み、そして、教
員が十分に教育研究活動を展開できるようにしなければ
ならない。とりわけ、施設、設備等の使用者の安全及び衛
生の確保に万全を期すとともに、学生の視点に立ったネッ
トワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）機器の充実とその活
用の促進を図る必要がある。また、情報化の進展にあわせ
た取り組みとして、教職員及び学生の情報倫理の確立を
図ることが必要である。これらのほか、学生生活を豊かに
するために快適性に配慮したキャンパス環境の形成に努
めることが重要である。

解説



基準8「教育研究等環境」

36

大学は、適切な規模の図書館を配備し、質的かつ量的に十分な水準の学術情報資料を系統的に
集積するとともに、学生の学習、教員の教育研究活動等に資するものとして機能するよう、施設環境
の整備や必要な人員の配置を行う必要がある。また、図書館ネットワーク等を利用した、国内外の教
育研究機関との学術情報の相互提供システムを構築することも重要である。

大学は、大学としての研究に対する基本的な考えを明らかにした上で、適切な教員研究費の支給
や研究室の配備に加え、研究時間の確保及びティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタ
ント（ＲＡ）や専門的な研究支援人材の活用を図るなど、教員が研究活動を活性化させ得る環境を
長期的な視点に立って整備する必要がある。

解説（つづき）



基準8「教育研究等環境」

37

大学は、研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程を明文化し、適切な組織のもと研究倫理
の遵守を図り、健全な研究活動を実施することが必要である。

大学は、教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上に結び
つける必要がある。

解説（つづき）



基準９「社会連携・社会貢献」

38

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現す
るために、社会連携・社会貢献に関する
方針を明確にし、その方針に沿って社会
との連携に配慮し、教育研究成果を広く
社会に還元しなければならない。

基準

大学は、その知的資源をもって学外の教育研究機関、企
業その他の団体、地域社会等との連携を推進する必要が
ある。さらに、大学が生み出す知識、技術等を社会に有効
に還元するシステムを構築し、社会に貢献することが必要
である。

大学は、これらのことを前提に、その特性に応じた社会連
携・社会貢献に関する方針を定め、この方針に沿って、地
域社会等からのニーズを把握し、大学の教育研究組織を
活用して、社会的要請に応えることが重要である。

解説

とりわけ地域との連携をその理念・目的の中に掲げる短
期大学においては、学生や教職員が地域の住民や企業等
と積極的に関わり、研究成果の発信、知識及び技術の提
供等の推進に努めることが期待される。

短期大学基準
のみ記載



基準９「社会連携・社会貢献」

39

人や物のつながりだけでなく、社会的な課題の多くも一国内にとどまるものではなくなりつつある
今日、大学の教育研究活動をグローバルな視野で考えることが必要となっている。そのため、すべて
の大学はこの視点を持つとともに、とりわけグローバル化への積極的な対応を重視する大学におい
ては、グローバル化への対応方針を明確にし、学生や教職員の学術交流の促進、海外及び国際的
な諸機関その他の組織との連携、研究成果の国際的な発信、知識及び技術の国際的な提供等を
推進することや、地域社会への様々な国際交流機会の提供に努めること等が期待される。

大学は、社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改善・向上に結
びつける必要がある。

解説（つづき）



基準10「大学運営・財務」

40

大学は、自ら掲げる理念・目的を実
現し、大学の機能を円滑かつ十分に
発揮するために、大学の運営に関わ
る方針を明確にし、その方針に沿っ
て明文化された規程に基づき適切
な大学運営を行わなければならない。
また、教育研究活動を支援しそれを
維持・向上させるために、適切な組
織を整備するとともに、絶えず教員
及び職員の大学運営に関する資質
向上に取り組まなければならない。さ
らに、必要かつ十分な財政基盤を確
立し、大学運営を適切に行わなけれ
ばならない。

基準

（1）大学運営

大学は、その理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の
計画等を実現するために大学の運営に関わる方針を策定し、
それを構成員に周知する必要がある。その方針は、学長の責任
ある判断が可能な体制を構築し、学内構成員の意見も参考と
した適切な大学運営を実現させるものでなければならない。ま
た、わが国においては、大学の多くが教学組織と大学を設置す
る法人組織で構成されている現状に鑑みて、両者の権限と責
任をあらかじめ明確にし、適切な運営・連携体制を構築するこ
とが必要である。

解説

大学運営に関する方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置
き、教授会等の組織を設け、これらの権限等を明示していること。
また、それに基づいた適切な大学運営を行っていること。加えて、
大学を設置・管理する法人の運営が適切であること。

評価項目①



基準10「大学運営・財務」

41

意思決定、権限執行等は、関係法令及び大学の運営に関わる方針に基づき、明文化された規程に
従って適切かつ公正に行われる必要がある。その一環として、学長、副学長、学部長、研究科長、理
事長をはじめとした理事等の権限と責任を明確化し、それらの任免を適切に行う必要がある。また、
大学は、適正なプロセスにより予算を編成するとともに、予算執行においては透明性を確保しなけれ
ばならない。

解説（つづき）



基準10「大学運営・財務」

42

大学業務を円滑かつ効果的に行っていくため、大学は必要な組織を設置するとともに、教員や職
員がそれぞれの責任を明確にし協働・連携しながら役割を果たすようにしなければならない。またこ
うした趣旨から、教員のみならず職員においても大学の教育研究活動の趣旨や目的、とりわけ学生
に対する支援に深い理解を有することが必要であるとともに、専門的な知識及び技能を有する職員
の育成や配置等を行うことも重要である。このほか、組織的なスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）活
動を行うことで、大学は、教員及び職員の大学運営に必要な資質の向上を図っていく必要がある。

職員の採用及び昇格にあたって、大学は、これに関する諸規程を整備するなどし、優秀な人材の確
保に努める必要があり、また、適正な業務評価に基づく処遇改善等を通じて職員の意欲向上を図
る必要がある。

このほか、大学は、大学の運営に関わる方針に基づいた適切な大学運営を担保するために、監査
体制を整えて監査するとともに、大学運営の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を改
善・向上に結びつける必要がある。

解説（つづき）



基準10「大学運営・財務」

43

（2）財務

大学は、教育研究活動を安定して遂行するために、明確で適切な中・長期の財政計画のもと、必要
かつ十分な財政基盤を確保し、これを公正かつ効率的に運営する必要がある。また、わが国の有為
な人材の育成と学術研究の進展に寄与するとともに、教育研究水準を維持し向上していくための基
盤整備を図ることが求められている。そのため、大学の安定的な財政運営には、特段の配慮が必要
である。

大学財政は、授業料収入への過度の依存を避け、授業料以外の財源の確保を図ることが教育研
究水準の維持・向上にとって必要である。そのため、学外からの資金を受け入れるなど、収入の多様
化に積極的に取り組むことが重要である。

解説（つづき）
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• 大学基準、短期大学基準についてご質問等がある場合は、下記までお寄せください。

公益財団法人大学基準協会
評価研究部 企画・調査研究課

  u-jitsumu@juaa.or.jp
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